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公開会社法の改正 

弁護士 佐々木 将平 

はじめに 

2022年 5月 23日付で公開会社法の改正法（Public Limited Companies Act (No.4) B.E. 2565 (2022)）が官
報に掲載され、5月 24日付で施行された。改正法においては、公告、書面交付手続の電子化等、公開会社（public 
limited company）の運営の円滑化・効率化のための各種措置が講じられている。 
 
改正法における主要な改正事項は、以下の通りである。 
 

1. 電子的方法による公告 

改正前の公開会社法においては、公開会社における公告は新聞公告によるものとされており、少なくとも連続 3日
間、地元のタイ語日刊新聞に掲載すること、また、当該地元紙が存在しない場合には、バンコクのタイ語日刊新聞
に掲載することが求められていた。 
 
改正法の下では、従来の方法である新聞公告の他に、電子的方法による公告も認められることとなった。具体的な
公告方法は、下位規則により定められることとなっており、現在公表されている下位規則案によれば、自社、オン
ライン新聞、証券取引委員会等のウェブサイトに掲載する方法によることが認められている。 
 

2. 電子的方法による書類交付 

改正前の公開会社法においては、公開会社が第三者に対して書簡又は文書を交付する義務を負っている場合、当該
書簡又は文書の交付は、①本人又はその代理人に直接手交するか、②本人の記録上の住所又は居住地に対して書留
郵便で送付する必要があった。 
 
改正法の下では、公開会社又はその取締役会が、取締役、株主又は債権者に対して書簡又は文書を交付する場合に
は、上記の方法に代えて、電子的方法により行うことも認められることとなった。但し、上記の受領者が、電子的
方法による交付を希望する旨申告し、又は、同意していることが条件となる。 

3. 取締役会及び株主総会のオンライン開催 

コロナ禍の影響を受けて 2020年に制定された電子的方法による会議に関する緊急勅令（Emergency Decree on 
Electronic Meetings B.E. 2563 (2020)）に基づき、株主総会及び取締役会は、一定の要件の下で、電子的方法
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によるオンライン開催が認められている。改正法は、公開会社の株主総会及び取締役会についても、オンライン開
催が認められることを明確化した。オンライン開催にあたっては、①上記緊急勅令及びその他の法令に従って開催
されること、及び、②当該公開会社の定款において特別な制限が設けられていないことが条件とされている。また、
電子取引開発機構（ETDA）のウェブサイトに掲載されている FAQにおける回答によれば、実開催とオンラインを
組み合わせたハイブリッドでの開催も認められている。 
 
また、株主総会のオンライン開催が許容されたことに伴い、株主総会における委任状も、安全性及び信頼性の担保
のための一定の要件を充たすことを条件に、電子的方法によることが認められることとなった。 
 

4. 取締役会の招集方法 

改正前の公開会社法においては、取締役会の招集手続は、議長が自ら招集するか、又は、少なくとも 2名の取締役
が共同で議長に対して招集を請求し、議長が請求日から 14日以内に招集するものと定められていた。しかし、何
らかの事情で議長が取締役会を招集できない場合、又は、議長が他の取締役からの請求通りに会議を開催しない場
合の取扱いについては、明文規定が存在せず、取締役間で意見対立や紛争が発生している状況において、公開会社
の意思決定に支障が生じうる状況となっていた。 
 
かかる問題を踏まえ、改正法の下では、以下の改正が行われている。 
・ 取締役会の議長が 2名以上の取締役からの正当な請求を受けた日から 14日以内に取締役会を招集しない場合、
当該 2名以上の取締役は、共同で、当該期間の経過後 14日以内に、取締役会を招集することができる。 

・ 何らかの事情により取締役会の議長が欠員となっている場合、副議長が取締役会を開催することができ、副議
長も欠員の場合、少なくとも 2名の取締役の共同により取締役会を開催することができる。 

 

5. 取締役会の招集期間の短縮 

改正前の公開会社法においては、取締役会の招集通知は会議の 7日前までに行うことが求められていたが、改正法
においては、当該期間が 3日に短縮された。また、会社の権利利益を保護するために必要又は緊急の場合には、他
の手段により、かつ、より短期の通知期間で、取締役会の招集を行うことも認められている。 
 

最後に 

公開会社法は公開会社（主として、上場会社又は上場を目指す会社に利用される会社形態）に適用されるものであ
るが、多くの日系企業の子会社や合弁会社において採用されている会社形態である非公開会社（private limited 
company）は、民商法（Civil and Commercial Code）により規律されており、今回の改正の対象外となる。そ
のため、今回の法改正が、日系企業に対して及ぼす影響は限定的と言える。もっとも、今回の改正の趣旨の多くは
非公開会社にも妥当するものであり、将来的には、民商法においても同様の改正が行われる可能性はありうると思
われる。民商法については、（実際の法改正に至るまでには長期間を要しているものの）各種改正が検討されてい
るところで（NO&T Asia Legal Update No.89「民商法改正案に関する閣議承認」）、当事務所としても注視してお
り、今後も、積極的に情報発信を行っていきたい。 
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